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【現状と課題】 

平成 18 年版男女共同参画白書（内閣府）では、「女性の 10.6％、男性の 2.6％がこ

れまで配偶者から身体的暴力、心理的攻撃、性的強要のいずれかを１つでも受けたこと

が『何度もあった』」と答え（図表７）、「配偶者間における刑法犯（殺人、傷害、暴行）

の被害者の 90.2％が女性」と報告されています。また、市が平成 14 年 11 月に行っ

た調査においても、20.0％の方が「パートナーからの暴力を何度も受けた」と回答し

ています（図表８）。 

市では、推進プランの前期実施計画事業として「女性悩みごと相談」を福生市と共同

で開設し、「ドメスティック・バイオレンス防止啓発カード」を作成し予防・早期発見

に向けた取り組みを行うなど、女性に対する暴力の予防と根絶に向けた基盤づくりを行

ってきました。 

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものでは

ありません。特に、配偶者からの暴力、性犯罪、売買春、※1 セクシュアル・ハラスメ

ントなど女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。 

こうした暴力の予防と根絶に向けて、女性の人権を尊重するための更なる取り組みや

意識啓発が重要です。 

 また、急速に進む高度情報化の中で、メディアによってもたらされた情報が社会に与

える影響は、更に拡大するものと予想されます。特にインターネット等新たなメディア

において性差別を助長するような表現や性の商品化が拡大している事実もあり、これら

を容認せず、性を尊重する意識を深めていくための更なる取り組みが必要です。 

女性は、妊娠や出産の可能性や女性特有の疾病があることから、人生の各ステージに

わたり自分の意思で性の問題を含めた自分の健康に責任を持てるよう、女性の生涯を通

じた健康保持を支援していく必要があります。 

 

 

 

 

 

  ※1 セクシュアル・ハラスメント 

     相手の意に反した性的な言動を行い、苦痛や不利益を与えたりすること。 

  



 17 

まったくない, 64.8

まったくない, 80.9

何度もあった, 2.6

何度もあった, 10.6

１､２度受けた, 14.8

１､２度受けた, 22.6

無回答, 1.7

無回答, 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（1,283人）

男性（1,045人）

 

 

 

  「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」のいずれかを１つでも受けたことがある 

 

 

                              あった（計）17.4％ 

                                

                               

 

                              あった（計）33.2％ 

 

 

 

（備考）１ 内閣府「男女間における暴力の調査」（平成 17 年）より作成。 

２ 身体的暴行：殴ったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行を受

けた。 

３ 心理的攻撃：人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなどの精神的嫌がらせを受けた。   

あるいは、あなた若しくはあなたの家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫を

受けた。 

４ 性的強要：嫌がっているのに性的な行為を強要された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図表８：パートナーからの暴力の経験の有無（全体） 

資料出所：「男女共同参画に関する羽村市民意識・実態調査」（平成 14 年度） 

 

パートナーからの

暴力を一度も

受けていない

32.0%

パートナーから

の暴力を

1、2度受けた

43.5%

パートナーから

の暴力を受けたか

無回答

4.5% パートナーから

の暴力を

何度も受けた

20.0%

◆図表７：配偶者からの被害経験 

資料出所：平成 18 年版男女共同参画白書 
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施策の方向  １ 女性に対するあらゆる暴力の撤廃 

  
 
人権を著しく侵害する暴力を予防し、暴力を容認しない社会の実現を目指し、広報啓

発活動をより一層推進するとともに、相談体制を充実し関係機関との連携を図りつつ適

切な対応に努めます。 

 

施 策 事 業 名 事 業 の 内 容 
実施

状況 

実施時期 

と目標 
担当課 

①実態調査の実

施 

配偶者等からの暴力の実態調査

を行い、的確な施策を実施する上

での基礎資料とするとともに、問

題意識を高める。 

継続 
Ｂ 

(H21) 
企画課 

②広報啓発活動

による意識啓

発 

女性に対する暴力の予防と早期

発見に向けて、情報誌ウィーブや

パンフレット等を通じて広く市民

に意識啓発を行う。 

継続 A 企画課 

③ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲ

ｵﾚﾝｽ被害者の

支援 

 東京都や関係機関等との連携を

深めながら、被害者の保護と自立

に必要な支援を行う。 
継続 Ａ 

子育て支援

課（子ども家

庭支援ｾﾝﾀｰ）

(1) ド メ ス

テ ィ ッ

ク・バイ

オレンス

の防止に

向けた取

り組み 

 

④ストーカー行

為等の被害者

の支援 

 ドメスティック・バイオレンス

やストーカー行為等の被害者を支

援するため、住民基本台帳の写し

の交付や閲覧の制限、戸籍の附票

の交付の制限を行う。 

継続 Ａ 市民課 

①学校における

ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝ

ﾄ防止研修等

の実施 

教員と児童生徒との間、及び児

童生徒同士のセクシュアル・ハラ

スメントを未然に防ぐために教員

に対して研修等を行う。 

継続 Ａ 指導室 

(2) セ ク シ

ュアル・

ハラスメ

ントの防

止に向け

た取り組

み 

 

②あらゆる場に

おけるｾｸｼｭｱ

ﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止

に向けた取り

組み 

あらゆる場におけるセクシュア

ル・ハラスメントの防止に努める

ため、情報誌ウィーブを活用して

防止に向けた意識啓発を行う。 

新規 Ａ 企画課 
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施 策 事 業 名 事 業 の 内 容 
実施

状況 

実施時期 

と目標 
担当課 

①「女性悩みご

と相談」の実

施 

女性の不安や悩みの相談に適切

に対応できる専門相談を相談者の

プライバシー保護に配慮して福生

市と共同実施する。 

継続 Ａ 企画課 

②相談業務担当

者等の意識啓

発の推進 

 市が実施している相談事業担当

者や窓口職員等の関係職員へ意識

啓発を行うため、職場における研

修等を充実する。 

継続 Ａ 

企画課 

子育て支援

課（子ども家

庭支援ｾﾝﾀｰ）

全庁 

③相談体制の充

実と関係機関

との連携 

 市が実施している人権擁護委員

による相談など、各相談窓口相互

の連携や東京都女性相談センター

との連携を図る。 

充実 Ａ 

広 報 広 聴

課 

子育て支援

課（子ども家

庭支援ｾﾝﾀｰ）

企画課 

④緊急一時保護

事業の連携強

化 

 夫などからの暴力に対応した具

体的な保護措置について、東京都

や関係者との連携を強化してい

く。 

継続 Ａ 

子育て支援

課（子ども家

庭支援ｾﾝﾀｰ）

⑤子どもの虐待

防止に向けた

支援 

 児童虐待及び非行・不登校等の

問題に対応するため、要保護児童

対策地域協議会において検討を行

うとともに、「児童虐待防止マニュ

アル」の見直し等を行う。 

継続 Ａ 

子育て支援

課（子ども家

庭支援ｾﾝﾀｰ）

指導室 

健康課 

(3) 相 談 業

務の充実

と関係機

関等との

連携 

⑥高齢者虐待防

止に向けた支

援 

 ※１高齢者虐待防止法に基づく

高齢者等の保護に対する支援のた

め、関係機関との連携を強化する。
継続 Ａ 

高齢福祉介

護課 

 

 

※1 高齢者虐待防止法 

 家庭や施設で介護を受けている高齢者を虐待から守るために制定された法律で、正式には「高齢

者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、平成 18 年 4月 1日に施行さ

れた。 
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施策の方向  ２ メディアにおける女性の人権の尊重 

 
 平成 17 年度に作成した「羽村市職員のための男女共同参画表現ガイドライン」に基

づき、性差別を助長することのない適切な表現による広報活動や情報提供を行います。 

 また、性の商品化や暴力表現など女性の人権に及ぼす影響についての意識啓発や※1

メディア･リテラシーを高めていくための支援を行うとともに、青少年健全育成の観点

から地域の環境浄化に関する取り組みを進めていきます。 

 

施 策 事 業 名 事 業 の 内 容 
実施

状況 

実施時期 

と目標 
担当課 

①「羽村市職員

の た め の 男

女 共 同 参 画

表 現 ガ イ ド

ライン」の周

知 

平成 17 年度に作成した

ガイドラインを市職員に周

知徹底するとともに、必要

に応じて改訂についての検

討を行う。 

継続 Ａ 企画課 

(1)※２ジェ

ンダーの

視点に立

った表現

の適正化 

②「羽村市職員

の た め の 男

女 共 同 参 画

表 現 ガ イ ド

ライン」に基

づく点検 

市が発行する広報紙やチ

ラシ、ポスター、パンフレ

ット等で、性差別を助長す

るような表現をしないよう

に、ガイドラインに従って

点検を行う。 

継続 Ａ 
企画課 

全庁 

① メ デ ィ ア を

活 用 で き る

能力の育成 

 

情報を主体的に収集・判

断等できる能力の育成を目

指して、パソコン講座の実

施や情報誌ウィーブ等によ

る啓発活動を行う。 

継続 Ａ 

生涯学習センタ

ーゆとろぎ 

企画課 

産業活性化推進

室 

(2) メ デ ィ

ア・リテ

ラシーの

向上 

② 情 報 教 育 の

充実 

学校における情報教育を

促進し、情報を活用する能

力を高めるとともに、主体

的に情報を取捨選択できる

能力を育てる。 

充実 Ａ 指導室 
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施 策 事 業 名 事 業 の 内 容 
実施

状況

実施時期 

と目標 
担当課 

(2) メ デ ィ

ア・リテ

ラシーの

向上 

③ 家 庭 に お け

る※3 情報モ

ラルの向上 

情報モラルを身につけ、必

要な情報を取捨選択し、家庭

においてインターネットなど

の情報を上手に活用できるよ

う、広報紙やパンフレット等

を通じて働きかける。 

新規 Ａ 
指導室 

企画課 

① 風 俗 関 連 営

業 の 看 板 や

チ ラ シ の 撤

去 

「羽村市捨て看板防止条

例」に基づき、捨て看板等を

撤去する。 
継続 Ａ 

土木課 

児童青少年

課 

(3) 地 域 の

環境浄化

に関する

取り組み

の推進 ② 事 業 者 へ の

不 健 全 図 書

や ビ デ オ 撤

去の要請 

青少年が手軽に手にするこ

とのないよう、関係者への要

請を行う。 
継続 Ａ 

児童青少年

課 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

※1 メディア･リテラシー 

 メディアが発信する情報の内容を主体的に読み解き活用する能力と、自らの意見を発信する能力をい

う。 
※２ジェンダー（社会的性別）の視点 

 人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社

会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別」（ジェン

ダー/gender）という。「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使

われている。 

 ジェンダ-（社会的性別）の視点とは、「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につ

ながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものである。 
※３情報モラル 

 情報社会において、適正な活動を行うための基となる考え方と態度。 
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施策の方向  ３ 生涯を通じた女性の健康支援 

 
 男女がその健康状態に応じて適切に自己管理を行うことができるよう健康教育、相談

機能の充実を図ります。特に女性については、妊娠や出産の可能性や女性特有の疾病が

あることから、人生の各ステージに対応した健康の保持増進ができるよう支援していき

ます。 

施 策 事 業 名 事 業 の 内 容 
実施

状況 

実施時期 

と目標 
担当課 

① 生 涯 を 通 じ

た 健 康 の 保

持 増 進 の た

めの支援 

思春期や更年期等ライフ

ステージに応じて情報提供

を行うとともに、心の悩み

も含めた相談機能を充実さ

せ、男女の生涯にわたる健

康管理を支援する。 

継続 Ａ 健康課 

(1) 生 涯 を

通じた健

康の保持

増進 

 

② 健 診 体 制 の

充 実 強 化 と

事 後 指 導 に

よる支援 

 

各種健診を受診しやすい

体制づくりに努めるととも

に、事後指導の中で、男女

がともに、自己の健康を適

切に管理・改善するための

教育を推進する。 

継続 Ａ 健康課 

① 女 性 の た め

の 健 康 づ く

り 講 座 等 の

実施 

女性に特有な疾患につい

ての正しい知識を持ち、心

身が良好に過ごせるよう保

健師、栄養士による講座を

実施する。 

継続 Ａ 健康課 

② 男 性 向 け の

啓 発 資 料 の

提供 

母体保護に関する男性の

理解促進のため、母子手帳

の交付時に、「父親ハンドブ

ック」を配付する。 

継続 Ａ 健康課 

(2) 母 体 保

護に関す

る取り組

みの推進 

③母親学級・両

親 学 級 へ の

参加促進 

母親だけでなく、父親や

家族が参加しやすいように

開催し、実践にも役立つよ

うな内容で基礎知識の習得

を図る。 

継続 Ａ 健康課 
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施 策 事 業 名 事 業 の 内 容 
実施

状況 

実施時期 

と目標 
担当課 

(2) 母 体 保

護に関す

る取り組

みの推進 

④ 新 生 児 訪 問

の実施 

新生児訪問時に家族計画

等に関わる指導助言を行

う。 
継続 Ａ 健康課 

① 健 康 教 育 の

推進 

 児童生徒が健康の大切さ

を認識し、自己の健康を管

理する資質や能力の基礎を

培い、実践力を育成するた

め、健康教育の推進を図る。

継続 Ａ 指導室 

(3) 学 校 に

おける健

康教育等

の推進 

 

② 適 切 な 性 教

育の推進 

 心のつながりや命の尊厳

を重視し、発達段階に応じ

た適切な性教育を実施す

る。 

継続 Ａ 指導室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


